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は  じ  め  に  

 

 

 この交通安全実施計画は、交通安全対策基本法(昭和 45 年法律第 110 号)第 25 条第３

項の規定に基づき、人優先の交通安全思想を基本として交通事故のない社会を目指

すとした「第１０次石川県交通安全計画(平成 28 年度～平成 32 年度)」に沿って、

平成 28 年度の石川県における陸上交通の安全に関し、県及び国の関係行政機関等が

講ずべき施策を定めたものである。 

 本計画の実施に当たっては、県及び国の関係行政機関等は相互に緊密な連携を図

るとともに、市町をはじめ、関係機関・団体の協力を得て諸般の交通安全対策を円

滑、適切に推進し、交通事故抑止に努めるものとする。 

  

平成 28 年 7 月 

 

 

                                 石川県交通安全対策会議 
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第１章 道路交通の安全に関する施策  

 

 本県の車両保有台数や運転免許保有者数は、徐々に増加している。特に、高齢の運

転免許保有者については、今後更に増加することが見込まれ、道路交通の安全に対し

て大きな影響を与えるものと考えられる。 

このため、道路交通の安全については、人優先の交通安全思想の下、交通事故のな

い社会を目指して、安全かつ円滑・快適な道路交通環境の確立、交通安全思想の普

及徹底等の各般の交通安全対策をより充実し、官民の連携を一層緊密にしつつ、総

合的かつ計画的に推進することとする。
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１ 交通事故発生状況 

年 別 

区 分 
平成27年 平成26年 

 

増  減 率(％) 

石 

川 

県 

件  数(件) 3,791 4,074  △ 283 △ 6.9 

死  者(人) 46 55 △ 9 △ 16.4 

負傷者(人) 4,492 4,846 △ 354 △ 7.3 

全 

 

国 

件  数(件) 536,899 573,842 △ 36,943 △ 6.4 

死  者(人) 4,117 4,113 ＋ 4 ＋ 0.1 

負傷者(人) 666,023 711,374 △ 45,351 △ 6.4 

  ※石川県警察本部交通部調べ（各年 12 月末現在） 

   

 

 

２ 運転免許保有者数の年別推移 
                                           （単位：人） 

区分 

年別 

全    国 石   川   県 

人   数 男 性 女 性 合 計 

平成23年 81,215,266  417,557  349,459  767,016  

平成24年 81,487,846  417,795  352,467  770,262  

平成25年 81,860,012   418,360   355,995   774,355   

平成26年 82,076,223 418,401 358,553 776,954 

平成27年 82,150,008 417,813 360,637 778,450 

  ※石川県警察本部交通部調べ（各年 12 月末現在） 
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３ 自動車台数の年別推移     
                                      （単位：台） 

区分 

年別 全   国
 

石 川 県
 

平成23年 79,241,738  877,006  

平成24年 79,882,103  884,198  

平成25年 80,411,439 890,586 

平成26年 81,009,554 896,726 

平成27年 81,297,454 901,164 

  ※北陸信越運輸局石川運輸支局調べ(各年 12 月末現在）、軽二輪車以上の台数をいう。 
 
 
 

４ 石川県の道路概況       
 

種    別 延長距離(㎞) 

舗  装  済 改  良  済 

延長(㎞) 率(%) 延長(㎞) 率(%) 

道 路 総 延 長 13,284 12,206 91.9 10,220 76.9 

内 
 

訳 
高速自動車国道 67   67   100.0   67   100.0   

国     道 617 613 99.3 597 96.7 

県     道 1,901 1,874 98.6 1,490 78.4 

市   町   道 10,521 9,474 90.0 7,888 75.0 

広  域  農  道 159 159 100.0 159 100.0 

白山白川郷ホワイ

トロード 
19   19   100.0  19   100.0  

  ※石川県調べ（平成 27 年 4月1日現在） 

    (参考) (1) 道路総延長のうち、161㎞は自動車専用道路 

(2) 改良済延長は、5.5ｍ未満も含む 
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第１節 道路交通環境の整備 

第１項 生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

事業主体 
石 川 県 警 察 本 部 

（ 交 通 規 制 課 ） 
予 算 額 657,233千円  

  社会資本整備重点計画(平成27年度から平成32年度まで)に基づき、人に優しく安全かつ円滑な道路交通

環境の整備を推進し、交通事故の防止及び交通の円滑化を図る。 

 

 １ 歩行者・自転車利用者の安全な通行の確保 

   (1) ゾーン30（生活道路の交通安全対策）を推進する。 

(2) 通学路の交通安全対策を推進する。 

(3) バリアフリー対応型信号機、見やすく分かりやすい道路標識・標示等を整備する。 

   (4)  安全・快適な自転車利用環境を整備する。 

    (5) 歩車分離式信号機を整備する。 

 

２ 安全で快適な道路交通環境の整備 

(1) 信号機等の老朽化対策の推進と高度化 

      ① 老朽化した交通安全施設等を着実に更新する。 

      ② 信号機の地域制御化、系統化、多現示化、感応化、信号灯器のLED化等の改良・高度化を図る。 

      ③ 視認性向上のための道路標識の大型化・高輝度化等を図る。 

  (2) 災害に強い交通安全施設等の整備 

       停電による信号機の機能停止を防止するため信号機電源付加装置を整備する。 

    (3) 金沢市中心部の交通渋滞緩和対策 

     主要交差点の交通監視カメラの改良・高度化を図る。 

     

事 業 名 事業費(千円) 備   考 

特定交通 

安全施設 

整 備 費 

 

信号機 36,150 新設10機 

信号機改良等 242,379  

交通監視用テレビカメラ整備 8,429  

交通安全施設設置調査委託料等 21,584  

事務費 3,492  

小 計 312,034  

一般交通 

安全施設 

整 備 費 

信号機 19,066 新設5基 

信号機改良等 62,543  

道路標識、標示等 238,474  

交通監視用テレビカメラ整備 21,699  

事務費 3,417  

小 計 345,199  

計 657,233  
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 第２項 幹線道路等における交通安全対策及び交通安全施設等整備事業の推進 

  

事業主体 

  

北陸地方整備局金沢河川国道事務所 

金      沢       市 

 

予 算 額 

 

 

    9,425,000千円  

 １ 幹線道路等における交通の安全と円滑の確保 

(1) 事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）を推進する。 

(2) 事故危険箇所対策の推進 

(3) 違法駐車対策を推進する。［金沢市］ 

(4) 通学路の安全対策として、交通安全施設等を整備する。 

(5) 歩行空間のバリアフリー化及び無電柱化を推進する。 

２ 高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化 

高規格幹線道路から生活道路に至る道路ネットワークを体系的に整備し、道路の適切な機能分化を

推進する。 

 ３ 平成28年度事業計画の主要施策 

(1) 広域的連携交流・活力ある地域づくり    

① 継続事業 

・国道  ８号 小松バイパス、加賀拡幅 

・国道１５９号 七尾バイパス、羽咋道路、金沢東部環状道路 

・国道４７０号 輪島道路、輪島道路(Ⅱ期) 

② 新規事業 

・国道  ８号 倶利伽羅防災 

・国道４７０号 田鶴浜七尾道路 

(2) 安全で安心な地域づくり 
   ① 完成予定事業 
    ・国道１５９号 菅原歩道 
    ・国道１６０号 佐々波歩道 

② 継続事業 

    ・交通事故対策 

     国道１５９号 遠塚～秋浜交差点改良、博労町～武蔵交差点改良 

    ・バリアフリー対策 

     国道１５７号 野町自歩道 

国道１５９号 木津交差点改良、尾張町電線共同溝 

国道１６０号 庵歩道 

・生活道路安全対策 

     国道１５９号 今町地区安全対策   

 ４ 平成28年度費目別事業費         

事 業 名 
平成28年度(当初) 平成27年度(当初) 備 考 

工事関係費(百万円) 工事関係費(百万円)  

改   築 8,220 9,500  

交 通 安 全 1,195 1,269  

電線共同溝 10 0  

合      計 9,425 10,769  
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事業主体 石   川   県 予 算 額 9,503,190千円  

 

 １ 道路の新設・改築による交通安全対策の推進〔道路建設課、都市計画課〕 

   通過交通の排除と交通の効果的な分散を図るため、バイパス及び環状道路等の整備を図る。 

   また、良好な交通環境を形成するため、鉄道駅等の交通結節点、空港、港湾の交通拠点への 

アクセス道路の整備等を実施する。 
  

種     別 

平 成 28  年  度  計  画 

道  路  建  設  課 都  市  計  画  課 

事業量(m) 事業費(千円) 事業量(m) 事業費(千円) 

国       道 2,262 1,711,601 270 61,000 

主 要 地 方 道 2,291 2,521,459 750 91,000 

一  般  県  道 902 2,890,380 300 51,000 

計 5,455 7,123,440 1,320 203,000 

 

２ 交通安全事業〔道路整備課〕 

   県管理の国道・県道（延長2,316km）において、特に交通事故の多発している道路、通学路の安全

対策、その他緊急に交通の安全を確保する必要がある道路について、交通安全施設等の整備を促進

する。 
 

 

種      別 
 

平 成 28 年 度 計 画 

事 業 量 事 業 費(千円) 

一 

種 

事 

業 

歩     道 1.0  km 189,000  

自転車歩行者道 0  km 0  

交差点改良等 4  カ所 56,000  

小     計  245,000  

二 

種 

事 

業 

 

道 路 照 明 82 本 81,960  

防 護 柵 0.4 km 6,200  

道 路 標 識 40 本 37,840  

区 画 線 420 km 109,800  

小     計  235,800  

交通事故調査等 1 式 4,160  

合     計  484,960  
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 ３ 歩道及び自転車専用道路の整備〔道路建設課、道路整備課、都市計画課〕 

   交通上比較的弱い立場にある者（歩行者・自転車利用者）の対策として歩道のバリアフリー化

や無電柱化などの整備を図る。 

 

４ 農道等における交通安全施設の整備〔農業基盤課〕 
 

種   別 
平成28年度計画 

事 業 量 事 業 費(千円) 

道 路 照 明 0 本  0  

防 護 柵 872 ｍ  17,316 

道 路 標 識 0 本  0 

区 画 線 0 ｍ  0 

視線誘導標 225 本  12,074 

道路反射鏡 3 本  480 

計  29,870 

 

 

 

 

種       別 

平成28年度計画 

道路建設課・道路整備課 都市計画課 

事業量(ｍ) 事業費(千円) 事業量(ｍ) 事業費(千円) 

歩 

 

道 

国       道 1,266 185,511 140 58,000 

主 要 地 方 道 2,276 551,153 710 113,000 

一  般  県  道 1,125 603,256 700 141,000 

小     計 4,667 1,339,920 1,550 312,000 

自 転 車 専 用 道 74 10,000   

計 4,741 1,349,920 1,550 312,000 
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事業主体 
中日本高速道路（株）金沢支社 

石  川  県  農  林  業  公  社 
予 算 額 1,326,428千円   

 

１ 北陸自動車道の交通安全施設の補修等〔中日本高速道路〕 

 

 

 

 

 

 

  

２ 白山白川郷ホワイトロードにおける交通安全施設の整備〔農林業公社〕  

種     別 平 成28年度計画 

落 石 防 止 対 策 97,650 千円 

転 落 防 止 柵 2,538 千円 

計 100,188 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 別 
平 成 28 年 度 計 画 

事 業 量（㎞） 事 業 費(千円) 

保 全 工 事 67.0 1,009,672 

舗 装 工 事 6.9 216,568 

計 73.9 1,226,240 
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    第３項 安全で快適な交通環境の整備 

事業主体 石 川 県 警 察 本 部 

（ 交 通 規 制 課 ）  
予 算 額

 
経 常 経 費

 

１ 交通安全施設等整備事業の重点的かつ効果的な推進 

平成27年度から平成32年度までを計画期間とする社会資本整備重点計画（平成27年9月18日閣議決

定）に即して、交通安全施設等整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するほか中長期的な視点

に立った老朽化施設の更新対象ストックの削減等に努める。 

 

 ２ 交通実態の変化等に即した交通規制の推進 

   道路整備、地域開発、商業施設の新設等による交通事情の変化を的確に把握してハード両面での総

合的な対策を実施するとともに、最高速度、駐車、信号制御等の交通規制について、計画的な見直し

を行う。 

 

 ３ 危険個所を発見するための二次点検プロセスの推進 

   交通死亡事故等の重大事故が発生した場合に、同一場所における交通事故の再発防止対策を講じる

ため実施している現場点検、現地検討会等（以下「一次点検」という。）に加えて、一次点検の結果

等を警察本部及び警察署で共有することにより、同様に道路交通環境の改善を図るべき危険箇所を発

見し、当該危険箇所においても同様の交通事故の再発を防止するために必要と認められる措置を講ず

る二次点検プロセスを推進する。 

 

 ４ 生活道路等及び通学路における交通安全対策の推進 

   市街地等における生活道路の交通安全対策として、最高速度30㎞/hの区域規制や路側帯の設置・拡

幅等を前提とした「ゾーン30」を整備するほか、歩行者用道路の交通規制を実施するなど、速度の抑

制及び通過交通の排除に重点を置いた対策を推進する。 

   また、通学路における安全を確保するため、教育委員会、学校、道路管理者等の関係機関と連携し、

ハード・ソフトの両面から必要な対策を推進する。 

 

５ 高度道路交通システム(ＩＴＳ)の推進 

ア 新交通管理システム(ＵＴＭＳ)サブシステムの効果的運用のための維持管理 

  現場急行支援シムテム(ＦＡＳＴ)、公共車両優先システム(ＰＴＰＳ)等について、効果的運用の

ための維持管理を行う。 

イ 的確な交通情報の収集・提供の推進 

  交通情報の収集・提供による交通管理を的確に行うため、ＵＴＭＳリンクの設定の見直し車両感

知器等の管理の徹底に努めるとともに、交通事故等に伴う臨時交通規制に関する情報について確実

に提供を行うなど、的確な交通情報の収集・提供を推進する。 

 

６ 環境対策の推進 

自動車からの二酸化炭素排出削減を図るため、交通状況に応じた信号運用、交通規制の改善、交通需

要マネジメント（ＴＤＭ）施策の推進等、都市圏全体の交通流の円滑化対策を推進する。 
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    第４項 自転車利用環境の総合的整備 

事業主体
 

北陸地方整備局金沢河川国道事務所 

石         川        県 

石  川  県  警  察  本  部 

金        沢        市 

予 算 額
 

経 常 経 費
 

 

１ 自転車利用環境の整備〔金沢河川国道事務所、道路整備課、交通規制課、金沢市歩ける環境推進課〕 

(1) 自転車の利用状況を踏まえ、自転車専用通行帯や自転車の歩道通行部分の指定、及び自転車

走行指導帯の設置等、地域の実情に応じた自転車走行空間の整備を推進する。 

(2) 金沢自転車ネットワーク協議会において、歩行者・自転車・クルマのそれぞれが安全に

安心して通行できる道路空間の創出に向けて、学識者、警察機関、行政機関が連携を図り

つつ、面的な自転車走行空間ネットワークの検討・整備を継続的に展開していく。 

 

【参考 金沢市内（野々市市の一部を含む）の自転車通行空間整備状況一覧】                     

 中心市街地 中心市街地以外 合計 

自転車走行指導帯 15.4km 5.5km 
※1 

20.9km 

自転車専用通行帯 0.0km 2.6km 2.6km 

歩道上の視覚的分離 0.0km 1.9km 1.9km 

合計 15.4km 10.0km 25.4km 

 
     ※1 野々市市内の整備済み区間0.5kmを含む 
     ※2 金沢自転車ネットワーク協議会調べ 平成28年4月末日現在 
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    第５項 交通需要マネジメントの推進 

事業主体
 

石    川    県 

石 川 県 警 察 本 部 

金    沢    市 

予 算 額
 

経 常 経 費
 

 
                                                                                                  

 １ 金沢市中心部での駐車場案内の充実 

〔都市計画課、金沢市交通政策課〕 

   金沢市中心部(香林坊・片町周辺地区、兼六園周辺地区、武蔵周辺地区、金沢駅周辺地区)の駐

車場利用の効率化を図るため、駐車場案内システムにより、インターネット、スマートフォン、

カーナビ等様々な情報媒体を通じて駐車場混雑状況の情報提供を行い、迷走車両数を軽減し、交

通混雑を緩和する。 

 

 ２ 公共交通機関利用の促進 

〔交通政策課、都市計画課、交通規制課、金沢市交通政策課、金沢市歩ける環境推進課〕 

   ア  交通混雑が著しい一部の地域においてバス専用レーン、公共車両優先システム等を導入し、

走行環境を向上させ、バスの利用促進を図る。 

また、金沢市において、運転免許を保有していない 70 歳以上の方を対象に、シルバー定期

券の購入費を助成することにより、高齢者の公共交通の利用促進を図る。 

イ 鉄道、バス等の公共交通機関の確保・維持・改善を図るための施策を推進することによ

り、利用を促進し、公共交通機関への転換による円滑な道路交通の実現を図る。 
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    第６項 災害に備えた道路交通環境の整備 

事業主体 

北陸地方整備局金沢河川国道事務所 

中日本高速道路株式会社金沢支社 

石  川  県 （ 道 路 整 備 課 ) 

石川県警察本部（交通規制課） 

予 算 額 経 常 経 費 

 

 １ 災害時に備えた道路の整備 

  (1) 地震発生時の緊急輸送道路上の橋梁の耐震化対策 

    大規模地震等災害発生時において、防災拠点を結ぶ緊急輸送道路の通行が確保されるよう、

順次耐震補強を実施する。 

(2) 橋りょう長寿命化対策の推進 

    橋長2ｍ以上の県管理橋梁2,311橋のうち、劣化・損傷の著しいものについて、計画的に補修

を実施する。 

  (3) 豪雨や豪雪などによる落石や土砂崩れなどの発生のおそれがある危険箇所について、道路防

災総点検に基づき、重要度の高い路線である緊急輸送道路上の危険度の高い箇所から落石防護

柵、法枠工など順次施工する。              

 

 ２ 災害時等における交通の危険防止                            

  (1) 道路の損傷又は異常気象等により交通が危険であると認められる場合及び道路に関する工事

のためやむを得ないと認められる場合には、迅速かつ的確に通行の禁止又は制限をする。     

  (2) 道路等の関係において必要とされる車両の寸法、重量等の最高限度を超える車両の通行の禁

止又は制限に対する違反を防止するため、必要な対策を講じる。                            

 

 ３ 災害に強い交通安全施設等の整備［交通規制課］ 

   災害時においても主要な道路の安全で円滑な交通を維持できるよう、停電による信号機の機能

停止を防止するための信号機電源付加装置等の整備を推進するとともに、災害発生時における混

乱を最小限に抑える観点から、交通量等が一定の条件を満たす場合において安全かつ円滑な道路

交通を確保出来る環状交差点の活用を図る。 

 

 ４ 災害発生時における情報提供の充実 

   災害発生時には、道路の被災状況等を迅速に収集し、交通情報板やインターネット等を活用

した交通情報の提供を推進する。また、プローブ情報(リアルタイムの自動車走行履歴情報)を

活用しつつ、災害時に交通情報を提供するための環境の整備を推進する。 
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    第７項 総合的な駐車対策の推進 

事業主体 
石   川   県

 

石 川 県 警 察 本 部 
予 算 額 

5,997千円  

            （他に経常経費） 

 

 １ 違法駐車追放気運の醸成〔県民生活課、交通企画課、交通指導課〕 

   違法駐車の排除及び自動車の保管場所の確保等に関し、県民への広報・啓発活動を行うととも

に、関係機関・団体との密接な連携を図り、地域交通安全活動推進委員制度の有効な活用等によ

り、住民の理解と協力を得ながら、違法駐車追放気運の一層の醸成・高揚を図る。 

 

 ２ 違法駐車防止条例の制定推進と効果的運用〔交通企画課、交通規制課〕 

   金沢市のほか七尾市、小松市、加賀市及び白山市において制定されている条例の効果的な運用

を図るとともに、他の自治体に対しても条例制定を促進する。 

  

 ３ 自動車保管場所確保のための取締りの強化〔交通指導課、交通規制課〕 

   道路における危険防止と交通の円滑化を図るため、住宅地の道路を重点として「自動車の保管

場所の確保等に関する法律」違反の取締りを強化する。 

   （県内では、金沢市及び小松市が軽自動車の保管場所届出の適用地域に指定） 

 

 ４ 違法駐停車車両の取締りの徹底〔交通指導課〕 

   交通の安全と円滑を阻害する違法駐停車車両の取締りを徹底するとともに、駐車監視員の適切

かつ円滑な運用等により、地域の駐車秩序の改善を図る。 

     

 

区     分 平成28年度計画 

放 置 車 両 確 認 事 務 委 託 料 5,997 千円 

 

５ 石川県警察放置駐車違反管理システムの運用〔交通指導課〕 

   放置車両違反に関する情報を石川県警察放置駐車違反管理システムにより一元的に管理し、効率的かつ

効果的な駐車対策を推進する。 

 

 ６ 高齢運転者等専用駐車区間の増設〔交通規制課〕 

     高齢者や身障者、妊婦等に安全で快適な駐車環境を提供することを目的として、専用駐車区間

の増設を図る。 
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    第８項 道路交通情報の充実 

事業主体 

金 沢 地 方 気 象 台 

北 陸 総 合 通 信 局 

北陸地方整備局金沢河川国道事務所 

中日本高速道路株式会社金沢支社 

石 川 県 

石 川 県 警 察 本 部 

金 沢 市 

予 算 額 経 常 経 費 

１ 道路交通情報提供活動の充実 

〔北陸総合通信局､北陸地方整備局､中日本高速道路､道路整備課、都市計画課、交通規制課、金沢市

歩ける環境推進課〕 

  (1) 常時、系統的に交通情報を提供し、最先端の情報通信技術（ICT）等を用いて道路交通情報活

動の充実を図る。 

  (2) 路側通信システムや道路情報板による情報の提供及びラジオによる交通情報の常時提供、そ

の他交通障害や交通混雑が生じた都度、これらを通じて情報を提供する。 

   (3) 高度道路交通システム(ITS)の一環として、道路交通情報を提供するVICSやETC2.0の整備・拡

充を推進し、情報提供の高度化を図る。 

  (4) 効果的な交通情報等の提供を行う「各種イベントに伴う臨時に開設する放送局(イベント放送

局)」の開設・運用を支援する。 

   (5) 地域住民や観光客等に対し、きめ細かな道路交通情報や、商店街等の駐車場情報が提供でき

る「市や町の一部を放送区域とするコミュニティ放送局」の開設を促進する。 

  (6) 北陸新幹線金沢開業に伴う観光客の増加に対応するため、分かりやすい案内サインや路面標

示等による歩行回遊性の向上を図る。  

２ 気象監視体制の整備と予報体制の充実〔金沢地方気象台〕 

  (1) 気象官署等及び地域気象観測システム（アメダス）の気象観測により、気象変化の常時監視

と部外からの気象照会に即応するよう努める。 

   (2) 県内６カ所に設置してある有線ロボット積雪深計の観測値及び部外機関の積雪観測資料の積

極的な活用を行い、雪害対策に努める。 

  (3) 気象レーダー資料、地域気象観測資料、気象衛星資料の利活用によって、予報、警報の精度

及び質的向上を図る。 

  (4) 電子計算機による数値予報の充実に伴い、局地的予報に関する資料を整備し、予報精度の向上を図る。 

    (5) 緊急地震速報(予報及び警報)について、受信時の対応行動等の更なる周知・広報を行うとと

もに、交通機関における利活用の推進を図るため、有効性や利活用の方法等の普及・啓発及び

精度向上に取り組む。 

   (6) 道路交通に影響を及ぼす台風、大雨、竜巻等の激しい突風、地震、津波、火山噴火等の自

然現象について、的確な実況監視を行い、関係機関、道路利用者等が必要な措置を迅速にとり

得るよう、特別警報・警報・予報等を適時・適切に発表して、事故の防止・軽減に努める。  

  ３ 気象情報体制の整備と広報体制の充実〔金沢地方気象台、北陸地方整備局、中日本高速道路、危機対

策課〕 

   (1) 防災機関の担当者を対象に、予報、警報その他の情報の伝達等に関する説明会を随時開催す

る。また、気象資料の提供や気象の相談に応ずる。 

  (2) 広報資料の配付、講習会及び連絡会を通じて気象知識の普及に努める。 

  (3) 異常気象時の道路状況の迅速な情報収集を行い、的確な対応を図る。 

  (4) 北陸自動車道の安全かつ円滑な道路交通の確保のため、気象状況及びその他の道路状況に関

する情報を収集・整理し、必要な対策を講ずるとともに、的確で迅速な情報の提供を図る。 

  (5) 緊急地震速報(予報及び警報)・地震・津波に関する情報を迅速、的確に伝達することに努め

るとともに、その情報の利活用の促進を図る。 



- 15 - 

 

    第９項 交通安全に寄与する道路交通環境の整備
 

事業主体 

北陸地方整備局金沢河川国道事務所 

石         川        県 

石  川  県  警  察  本  部 

予 算 額 
1,804,260千円   

（他に経常経費） 

 

  １ 道路使用（占用）の適正化〔北陸地方整備局、道路整備課、交通企画課、交通規制課〕 

   (1) 道路使用(占用)については、道路構造及び道路交通等に対する影響を勘案し、適正な許可を
行う。不法占用物件については撤去等の指導を厳しく行う。 

   (2) 交通安全活動推進センターの活用 

     石川県交通安全活動推進センター（一般財団法人 石川県交通安全協会）により、道路使用

等の適正化を推進する。 

 

  

 

 

 

２ 子どもの遊び場の確保〔公園緑地課〕 

都市公園の整備
 

種     別 
平 成 28 年 度 計 画 

都市公園等名  事業量(カ所) 事業費(千円) 

総 合 公 園 
松任海浜公園､金沢城公園 

奥卯辰山健民公園 、粟津公園、北部公園 
5  1,134,845 

運 動 公 園 西部緑地公園 ､ 手取公園 2 160,039 

広 域 公 園 
木場潟公園、健民海浜公園 

能登歴史公園、白山ろくテーマパーク 
4 178,134 

都 市 緑 地 犀川緑地、大野湊緑地公園 2 3,566 

特 殊 公 園 兼六園、本多の森公園 2 321,320 

地 区 公 園 いしかわ四高記念公園 1 0 

近 隣 公 園 鞍月セントラルパーク 1 0 

計  17 1,797,904 

※他に市町公園事業指導監督費 1,000千円） 

※供用面積（平成28年4月1日現在） 

・北部公園 (22.9 ha)  ・大野湊緑地公園 ( 2.7 ha) 

・松任海浜公園 (16.5 ha)  ・本多の森公園 ( 7.1 ha) 

・奥卯辰山健民公園 (71.3 ha)  ・いしかわ四高記念公園 ( 3.3 ha) 

・粟津公園 ( 8.3 ha)   ・兼六園          (11.4 ha) 

・西部緑地公園 (54.8 ha)  ・木場潟公園 (49.1 ha) 

・手取公園 (22.4 ha)  ・健民海浜公園 (47.1 ha) 

・金沢城公園 (24.3 ha)  ・能登歴史公園   (21.2 ha) 

・白山ろくテーマパーク (12.7 ha)  ・犀川緑地   (36.9 ha) 

・鞍月セントラルパーク ( 1.7 ha)    
 

区      分 
平 成 28 年 度 計 画 

調査委託範囲 道路使用適正調査委託料 

交通安全活動推進センター ２警察署管内 6,356 千円  
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  第２節 交通安全思想の普及徹底 

    第１項 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

事業主体 

石      川      県 

石 川 県 教 育 委 員 会 

石 川 県 警 察 本 部 

予 算 額 経 常 経 費 

 １ 交通安全教育の徹底 

  (1)  交通安全教育指針に基づく体系的な交通安全教育の推進〔県民生活課・交通企画課〕 

      交通安全教育の内容と方法を段階的かつ体系的に習得できるよう、交通安全教育指針に基づいた 

参加・体験・実践型の交通安全教育を推進する。 

特に、高齢者に対しては、走行車両の直前直後横断時等の高齢歩行者による法令違反に起因

する死亡事故が多いことを周知し、積極的に注意喚起するとともに、その交通事故実態、交通

行動の特性等の調査分析・研究に基づいたきめ細やかな交通安全教育を実施する。 

      また、運転者等に対しては、子ども及び高齢者の交通行動の特性等を理解させることにより、

子ども及び高齢者に対する保護意識の更なる醸成を図る啓発指導を行う。 

   (2)  交通マナーアップの普及を図る交通安全教育の推進〔県民生活課・交通企画課・運転免許課〕 

 人命尊重の理念に基づき、県民一人一人が交通ルールを遵守し、思いやりとゆずりあいの心を 

もって、良識ある交通マナーの実践ができるよう、あらゆる年齢層を対象とし、機会ある毎に交通 

マナーアップの普及を図る交通安全教育を推進する。 

  (3)  幼児に対する交通安全教育の推進〔県民生活課、交通企画課〕 

幼児交通安全教室や幼児交通安全指導者養成研修会を開催するなど交通安全教育の普及 

を図る。 

  (4)  児童生徒に対する交通安全教育の推進〔学校指導課、スポーツ健康課(教育センター）、交通企画課〕 

① 保健体育、道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通して、指導時間を十分

確保し、計画的、継続的、組織的な交通安全教育を実施する。 

② ｢石川の学校安全指針｣をもとに年間を見通した学校安全計画を作成し、「生きる力をはぐくむ学校での

安全教育」、「交通安全教育の新たな展開」等の指導資料及び交通安全に関する教材、教具の活用に

より、児童生徒の理解を求め、実践の日常化を図る。 

③ 児童会（生徒会）活動などを通して、交通安全に関するボランティア活動等自主的活動を促進する 

とともに、実習を通して交通安全に対する意識の高揚を図る。 

④ 生徒指導推進会議、安全・健康教育講習会等において、交通安全に関する理解を深めると 

ともに、安全教育の徹底を図る。 

⑤ 保護者を対象とした交通安全講習会等の開催など、家庭、地域、関係機関・団体の協力を得

て、交通安全施設の一斉点検や登下校指導等を行い交通安全の確保に必要な措置を図る。 

⑥ 高校生の交通ルール遵守と交通安全意識の高揚を図るため、「交通安全自主活動組織」結成

と活動を支援する。 

⑦ 教員等を対象とした心肺蘇生法の実技講習会等を実施する。 

  (5)  青年・女性に対する交通安全教育の推進〔県民生活課、生涯学習課、交通企画課〕 

   ①  青年交通安全指導者を育成し、若年者の交通安全教育を推進する。 

   ②  大学生等に対する交通安全教育を推進する。 

   ③  青年団が実施する交通安全活動を支援する。 

   ④  女性団体が実施する交通安全活動を支援する。 

   ⑤ 女性ドライバーの会に対する交通安全教室の開催など交通安全教育の徹底を図る。 
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  (6)  高齢者に対する交通安全教育の推進〔県民生活課、長寿社会課、交通企画課、運転免許課〕 

    ① 地域の高齢者自らが、自分の身を自主的に守るための研修会を開催し、地域のヒヤリマッ

プの作成や地域の高齢者等を訪問しての注意喚起活動などを行い、高齢者の交通安全意識の

向上を図る。 

②  高齢者を対象に、事故被害者となった場合の健康的・社会的損失について専門家の講話、

各種シミュレータ等を活用した講習を盛り込んだ体験・実践型の「高齢者交通安全ゼミナー

ル」を開催する。 

③ 高齢者の交通安全教育を地域ぐるみの活動として推進するため、高齢者を中心に子ども、

親の三世代が交通安全をテーマに交流する世代間交流事業の推進に努める。 

    ④ 歩行者用・ドライバー用・自転車用の各種シミュレータの活用や「高齢者ドライビングスクー 

ル」等の体験・実践型交通安全教育や「交通安全おもいやり家族サポート」事業などの実施により

地域の実情に応じたアドバイスの実施及び反射材用品等の普及促進等を図る。 

   ⑤  県老人クラブ連合会、各老人クラブが実施する交通安全事業を支援する他、高齢者自らが

交通事故防止活動を展開できるよう、クラブ内における交通安全部会等の組織づくりを推進す

る。 

    ⑥  高齢者交通安全教育推進組織への活動支援を行い、活動の活性化による効果的交通安全教

育を推進する。 

   ⑦ 高齢運転者に対し交通安全自主活動組織の結成への働き掛けを行い、体系的な交通安全教

育を推進する。 

   (7)  その他の交通安全教育〔県民生活課、障害保健福祉課、生涯学習課、交通企画課〕 

    ① 県民各層の参加による交通安全県民大会を開催し、交通安全意識の高揚を図る。 

    ② 地域、家庭、職場等において交通マナーの向上を図る。 

   ③ 社会教育関係団体が、活動の一環として交通安全運動を積極的に推進するよう支援する。 

      ④ 社会教育関係大会等において、交通安全指導を行う。 

     ⑤ 各種社会教育学級・活動を通して、交通安全教育を推進する。 

     ⑥ 障害者（視覚障害者・聴覚障害者等）に対する交通安全の理解と協力を求めるため、障害者ふれあ

いフェスティバルや各種障害者団体が実施する大会等で､交通安全教育を推進する｡ 

    ⑦ 交通安全啓発DVDなどを貸し出し、積極的な活用を図る。 

     ⑧  グッドマナーキャンペーンを展開し、学校周辺の交通要所で挨拶の声かけや交通安全指導を 

行う。 

      ⑨ 大学生等が制作する交通安全テレビＣＭコンテストを開催し、優秀作品をテレビで一定期

間放送し、広く交通安全意識の浸透を図る。 
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※各種交通安全教室の開催〔県民生活課、交通企画課〕 

種        別 
平 成 28 年 度 計 画 

  回  数(回)   参加人員(人) 

高 齢 者 交 通 安 全 ゼ ミ ナ ー ル 7 350 

高齢者交通安全実践活動支援事業 7 140 

幼児・高齢者交通安全教室 
幼 児 140 11,000 

高齢者 60 2,000 

幼 児 交 通 安 全 教 室 400 30,000 

小 ・ 中 学 生 交 通 安 全 教 室 700 70,000 

高 齢 者 交 通 安 全 教 室 1,100 50,000 

 

 

※交通安全指導者講習会等の開催〔県民生活課、スポーツ健康課（教育センター）、交通企画課〕 

 

 

 

 

 

種        別 
平 成 28 年 度 計 画 

回  数(回) 参加人員(人) 

幼 児 交 通 安 全 指 導 者 養 成 研 修 会 3   90   

交 通 安 全 指 導 者 研 修 会 

（交通安全おもいやり家族サポート事業） 
8
 

600
 

初 任 者 研 修 基 本 講 座 Ⅲ  1   230 

安 全 ・ 健 康 教 育 講 習 会  1   400   

地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 研 修 4   100   
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    第２項 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

事業主体 石   川   県 

石 川 県 警 察 本 部 
予 算 額 経 常 経 費 

 

 １ 石川県交通安全県民運動の推進〔県民生活課〕 

石川県交通安全推進協議会が中心となって、関係行政機関、各種団体等が相互に連携を密にし
ながら「石川県交通安全県民運動」を展開し、総合的かつ効果的な対策を推進する。 

 

 ２ 石川県交通安全県民運動の内容〔県民生活課、交通企画課〕 

   交通安全意識の向上、高齢者と子どもの交通事故防止、自転車の安全利用の推進、全ての座席
のシートベルト着用の推進、飲酒運転の根絶を重点として、表に掲げる運動を展開し、県民総ぐ
るみで悲惨な交通事故の防止を図る。 

 

種          別 実 施 日 

交 通 マ ナ ー ア ッ プ 運 動 

年間を通じて実施 

高 齢 者 と 子 ど も の 交 通 事 故 防 止 運 動 

反 射 材 用 品 等 の 活 用 促 進 運 動 

自 転 車 の 安 全 利 用 運 動 

後 部 座 席 を 含 め た 全 て の 座 席 の シ ー ト ベ ル ト と 

チ ャ イ ル ド シ ー ト の 正 し い 着 用 運 動 

飲 酒 運 転 根 絶 運 動 

暴 走 族 及 び 無 謀 運 転 追 放 運 動 

春 の 全 国 交 通 安 全 運 動  4月6日～4月15日 

夏 の 交 通 安 全 県 民 運 動 
7月21日～7月30日 

（北陸三県統一） 

秋 の 全 国 交 通 安 全 運 動 9月21日～9月30日 

年 末 の 交 通 安 全 県 民 運 動 
12月11日～12月20日 

（北陸三県統一） 

歩 行 者 事 故 防 止 運 動 
10月21日～10月30日 

(県独自) 

交 通 事 故 死 ゼ ロ を 目 指 す 日 
4月10日、9月30日 

（全国統一） 

子 ど も と 高 齢 者 の 交 通 事 故 ゼ ロ の 日 
7月30日 

（北陸三県統一） 

交 通 安 全 日 
毎月1日、15日 

(1日は高齢者保護の日) 
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３ 反射材用品等の普及〔県民生活課、交通企画課〕    

(1) 反射材用品等の活用促進に関する広報を行う。 

(2) 反射材用品等の効果・使用方法に理解を求めるための参加・体験・実践型の交通安全教育を

実施する。 

(3) 各警察署においてモデル地区を選定し、着用に向けた啓発や着用状況の検証等を行う。 

(4) 街頭・訪問指導活動等あらゆる機会を通じて高齢者の靴等へ反射材用品等を貼付する活動

を推進する。 

 

 ４ 自転車の安全利用の推進〔県民生活課、生涯学習課、交通企画課〕 

(1) 自転車は「車両」であるということを、自転車利用者のみならず、自動車などの運転者を含

め全ての者に周知徹底を図る。 

(2) 「交通安全日（毎月１日、15日）」を中心とした街頭一斉指導の実施と自転車・歩行者指導

書（イエローカード）を活用した街頭指導を強化する。 

(3) 自転車通学生に対し、学校・ＰＴＡ等による街頭指導の強化と反射材用品等の着用を推進す

る。 

(4) 小・中学生に対し、自転車の安全な乗り方教室を実施する。 

(5) 自転車の交通事故防止と盗難防止のため、点検整備と防犯登録を促進する。 

(6) 高齢者に対する自転車の乗り方教室（サイクルシミュレータの活用を含む）の開催など、体

験型講習を積極的に実施する。 

(7) 自転車安全利用五則等を活用し、自転車利用者の交通ルール遵守の徹底とマナーの向上を図

る。  

(8) 自転車運転者講習制度についての浸透を図るため、広報啓発活動を推進する。  

(9) 自転車の交通事故に備えた保険(TSマーク付帯保険、個人賠償責任保険)の加入を促進する。 

(10) 中学・高校生に対する「自転車ルール・マナー検定」の実施により、規範意識の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の推進〔県民生活課、

交通企画課〕 

    各季の運動、交通安全教室等を通じ､後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルド

シート及びヘルメットの着用効果があった事故事例を積極的に広報し､全ての座席のシートベルト

とチャイルドシート及び二輪車等の乗車時におけるヘルメットの正しい着用の推進を図る。 

   （参考） 

    ○ チャイルドシート使用率（平成27年10月 警察庁・JAF調査） 

      石川県 55.1%（全国平均 62.7%） 

    ○ 後部座席のシートベルト使用率（平成27年10月 警察庁・JAF調査） 

      石川県 一般道路 36.7%（全国平均 35.1%）、高速道路 78.8%（全国平均 71.3%） 

 

区   分 
平成28年度計画 

回数(回) 参加人数(人) 

小学生、中学生、高校生に対する 

自転車の安全な乗り方教室 
500 70,000 

高齢者自転車教室 90 2,500 
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６ 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立〔県民生活課、交通企画課〕             

   (1) 飲酒運転の根絶に向けて、交通安全教育や広報啓発を推進する。 

    (2) 「石川版ハンドルキーパー運動」の普及啓発に努め、推進店の登録店舗を拡大する。 

 

７ 効果的な広報の実施 

(1) 広報活動の実施〔県民生活課、交通企画課〕    

   ① 交通事故の実態に即した、効果的な広報活動を実施する。 

   ② 関係機関・団体、事業所等が自主的な広報活動が出来るよう、積極的に資料を提供する。 

   ③ 交通事故の内容を多角的に分析し、報道機関、市町等へ積極的に資料を提供する。 

   ④ 飲酒運転の根絶、運転中の携帯電話等使用の禁止、違法駐車の排除について積極的に広報

活動を推進する。 

   ⑤ 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの着用効果と正しい着用

方法を広報する。 

   ⑥  反射材用品等の活用促進に関する広報を行う。 

   ⑦ 死亡事故多発警報・注意報発令時における広報啓発活動を推進する。 

 

(2) 広報資料の作成・購入〔県民生活課、交通企画課〕 

 

種     別 平成 28 年度計画 

交 通 安 全 運 動 広 報 用 チ ラ シ                      254,800 枚 

交 通 安 全 運 動 広 報 用 ポ ス タ ー                        7,760 枚 

交 通 安 全 啓 発 ラ ジ オ ス ポ ッ ト の 実 施                 延べ    20  回 

反 射 材 用 品                         2,000 個 

各 季 の 交 通 安 全 運 動 要 綱                       20,000 枚 

「広報いしかわ」による高齢者向啓発の実施                            2  回 

自転車運転者講習及び自転車安全利用五則広報用

チラシ 
30,000 枚 
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第３項 交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進等 

事業主体 
石   川   県 

石 川 県 警 察 本 部 
予 算 額 3,185千円  

 

 １ 交通安全協会に対する助成及び事業の委託〔県民生活課〕 

   一般財団法人石川県交通安全協会が行う、小学生を対象とする「交通安全子供自転車石川県大

会」の開催に要する経費の一部を補助する。 

   また、「高齢者交通安全実践活動支援事業」における高齢者による自主的な交通安全研修会で

の助言や地域のヒヤリマップの作成指導を内容とする業務及び、「高齢者交通安全ゼミナール」

における交通安全体験車による高齢者等を対象とする身体機能の判定と助言を内容とする業務を

委託する。 

種     別 平成28年度計画 

自 転 車 交 通 安 全 啓 発 事 業 費 補 助 金             350 千円  

高 齢 者 交 通 安 全 実 践 活 動 支 援 事 業 643 千円  

高齢者交通安全ゼミナールのうち、交通安全体験

車による身体機能チェック及びアドバイスに係る

もの 

          174 千円  

 

２  石川県交通安全母の会に対する支援及び指導育成並びに事業の委託〔県民生活課〕 

「交通安全は家庭から」をモットーに、女性に対する交通安全教育の充実を図り指導者の育成に

努めるほか、交通安全母親大会等の各種活動に対して支援を行う。 

また、これらの成果を活用し、指導者研修及び世代間交流型の交通安全研修会の実施を委託し、

家庭や地域における交通安全意識の高揚を図る。 

種     別 平成28年度計画 

交通安全おもいやり家族サポート事業委託料 450 千円  

交 通 安 全 母 親 大 会 開 催 費 補 助 金 95 千円  

 

３ 石川県自転車軽自動車事業協同組合の活動に対する支援〔県民生活課〕 

   石川県自転車軽自動車事業協同組合が、自転車利用者に対して行う自転車安全点検整備、防犯

登録の奨励及び自転車安全教室等の事業に対して支援する。 

区     分 平成28年度計画 

自 転 車 事 故 防 止 推 進 事 業 費 補 助 金 95  千円  
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 ４ 安全運転管理者協議会に対する指導育成〔交通企画課、運転免許課〕 

  (1)  安全運転管理者選任事業所に対する指導を強化し、運転適性検査、石川県安全運転研修所を

利用した安全教育等を積極的に行わせる等、事業所における安全運転管理の徹底を図る。 

(2)  雇用者等に対し事業主会・青年部の結成促進と安全運転管理者未選任事業所の一掃を図ると 

ともに安全運転管理者協議会への加入促進に努める。 

  (3)  安全運転管理者等による交通安全教育指針に基づいた交通安全教育の推進を図る。 

  (4) 「ライトアップいしかわ運動 ～薄暮時の早めのライト点灯とこまめな切替～」及び「早めの 

合図30･3(サンマルサン)運動」の推進を図る。 

  (5)  安全運転管理モデル事業所を委嘱し、企業における適正な安全運転管理の推進を図るとともに

地域における交通安全意識の高揚を図る。 

(6)  シートベルト100％着用宣言事業所の拡大等によりシートベルト・チャイルドシート着用向上

を図る。 

  (7)  ＩＰメールやＦネット網（ファクシミリ通信網）を活用し各種交通情報を積極的に提供する。 

 

 ５ 地域交通安全活動推進委員協議会に対する支援〔交通企画課〕 

   住民に対する交通安全教育、道路における適正な車両の駐車及び道路使用の方法について住民

の理解を深めるための運動の推進、その他の地域における交通の安全と円滑に資するための活動

等に対し支援する。 

 

区     分 平成28年度計画 

地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 講 習 等 業 務 委 託 料 1,378 千円   
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第３節 安全運転の確保 

第１項 運転者教育等の充実 

事業主体 
北陸信越運輸局石川運輸支局 

石 川 県 警 察 本 部 

予 算 額 

 

232,451千円  

（他に経常経費） 

 

 １ 運転者に対する各種講習の充実〔交通企画課、運転免許課〕 

   (1)  70歳以上の高齢運転者に対して、免許更新時に講習予備検査（認知機能検査）や運転適性検

査等に基づくきめ細かな高齢者講習を行い、高齢運転者の安全運転を支援する。 

   (2)  交通安全マインドの高揚を図るため、石川県安全運転研修所の利用を促進し、滑りやすい路

面におけるスリップ状態を体験できるスキッドコースを使用する等、運転者に高度な運転技術

及び知識の研修を行う。   

    (3)  免許更新時、行政処分時の運転者講習を充実する。                  

   (4)  各警察署管内に高齢運転者による交通安全自主活動組織の結成を働き掛けるとともに、自動

     車学校や民間企業等と連携した交通安全教育を推進する。 

種     別 平成28年度計画 

処  分  者  等  講 習 38,880 千円 

更  新  時  講  習             40,500 千円 

高  齢  者  講  習           151,216 千円 

計           230,596 千円 

  

(5)  新規免許取得者に対する初心運転者講習  

種     別 平成28年度計画 

初 心 運 転 者 講 習 370 人 

 

(6)  年少者（16歳～18歳）及び高校生に対する二輪車安全教育を徹底する。 

(7)  飲酒運転による運転免許の取消処分者講習を実施し、飲酒運転対策の更なる推進を図る。 

(8)  普通免許、原付免許の学科試験において、英語、中国語及びポルトガル語での試験を実施し

外国人運転者対策の推進を図る。 
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 ２ 指定自動車教習所指導員等の講習〔運転免許課〕 

   指定自動車教習所の教習水準を高めるため、指導員等に対する講習を実施する。 

区    分 平成28年度計画 

教 習 所 指 導 員 等 講 習 1,855 千円  

 

３  二輪車・四輪車の安全運転講習の実施〔運転免許課〕 

   二輪車、四輪車の免許を持つ高齢者に対し、実技指導を含めた安全運転講習会を行う。 

種    別 
平成28年度計画 

回  数 参加人員 

高齢者ドライビン グ スクー ル 235 回 700 人 

 

４ 運転者に対する適性診断、助言指導の実施〔石川運輸支局、運転免許課〕 

   (1)  自動車事故対策機構を積極的に活用して運転者の適性診断、助言指導を次の者に行うととも

に再教育の必要性について普及広報活動を実施する。 

       ① 事業用自動車の運転者（３年に１回の計画受診の徹底等） 

       ② 事故多発者、重大事故を引き起こした運転者 

       ③ 無謀運転等で運転適性に欠けている者 

       ④  事業用自動車の運転者として新たに雇い入れた者 

       ⑤ 高齢者（65歳以上）の事業用自動車の運転者 

       ⑥ 新規に許可を受けた自動車運送事業者の運転者及び個人タクシー事業の許可期限更新者 

       ⑦ 自家用自動車の運転者で希望する者 

種     別 平成28年度計画 

バ ス 事 業 運 転 者 に 対 す る 適 性 診 断                       594 人 

ハイヤー・タクシー事業運転者に対する適性診断                       506 人 

ト ラ ッ ク 事 業 運 転 者 に 対 す る 適 性 診 断                   2,947 人 

自 家 用 自 動 車 の 運 転 者 に 対 す る 適 性 診 断                       347 人 

計                   4,394 人 

 

 

  (2)  運転適性相談業務の充実を図るとともに、臨時適性検査等の確実な実施を行う。 
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(3)  石川県運転免許センターにおいて行政処分者及び一般運転者の適性検査を実施する。 

種     別 平成28年度計画 

行  政  処  分  者  の  検  査 3,500 人 

一 般 運 転 者 の 検 査 
一般相談 400 人 

そ の 他 200 人 

計 4,100 人 

 

５ 石川県安全運転研修所における安全運転教育〔交通企画課、運転免許課〕       

(1) 県内各企業の新規採用者研修に石川県安全運転研修所における研修の制度化を推進する。 

(2) 安全運転研修所におけるスキッドコース等を使用したリフレッシュ研修の受講について広く

働きかけを行う。 

  

平成28年度計画 

ﾘﾌﾚｯｼｭｺｰｽ ﾁｬﾚﾝｼﾞｺｰｽ 貸コース 計 

2,500 人 3,700 人 500 人 6,700 人 
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第２項 安全運転管理の推進及び自動車運送事業所の行う運行管理の充実 

事業主体 
北陸信越運輸局石川運輸支局 

石 川 県 警 察 本 部 
予 算 額 経 常 経 費 

   

１ 安全運転管理の推進〔交通企画課〕 

     道路交通法に基づく安全運転管理者及び副安全運転管理者に対する講習により、安全運転管理

者等の資質の向上を図るとともに、事業活動による交通事故防止対策を促進するため、事故発生

時の走行情報を記録する映像記録型ドライブレコーダーの活用を促進するなど、使用者等の安全

意識の向上に努める。 

   

 ２ 事業用自動車の安全プラン等に基づく安全対策の推進〔石川運輸支局〕 

  (1) 事故多発事業者、重大事故を発生させた事業者及び新規事業者について監査を実施する。 

  (2) 道路交通法第108条の34による通知があった事業者及び苦情申告のあった事業者、無免許運転、

   飲酒運転並びに過労運転等、悪質な違反のあった事業者について監査を実施する。 

  (3) 道路運送法第40条及び貨物自動車運送事業法第33条による行政処分を行った事業者に対し、

改善状況の確認監査を実施する。 

        指導に関しては、エコドライブ（環境負荷の低減に配慮した運転や自動車の使用）の推進に

も配慮する。 

  (4) 貨物自動車運送適正化事業実施機関との連携を強化し、悪質性の高い事業者に係る情報を積

極的に収集する。 

  (5) 新規事業者に対する指導を強化し、新規事業者における事故及び違反防止に努める。 

区     分 平成28年度計画 

自  動  車  運  送  事  業  者  の  監  査 60 社   

 

（6）事業者による事故防止の取組を推進するため、衝突被害軽減ブレーキ等のASV装置や運行管理

に資する機器等の普及促進に努める。 

（7）運転者の体調急変に伴う事故を防止するため、「事業用自動車の健康管理マニュアル」の周

知徹底を図る。 

 

３ 運行管理者教育の充実〔石川運輸支局〕 

     特別講習、基礎講習、一般講習を通して運行管理者に対する教育を実施する。 

   

４ 過積載による違法運行の防止対策〔石川運輸支局〕 

  (1) トラック事業者に対する啓発・指導・監督を強化する。 

  (2) 違法運行に対する取締の強化及び違法車両の行政処分の実施。 

  (3) 過積載防止対策連絡会議を開催し過積載運行の防止の徹底を図るとともに、過積載防止キャ

ンペーンを実施し、広く事業経営者や運転者等への啓発を行う。 
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   第３項 交通労働災害の防止等  

事業主体 石  川  労  働  局 予 算 額 経 常 経 費 

 

  １ 自動車運転者の労働条件確保のための監督指導 

    自動車運転者の労働条件の確保を図り、あわせて交通事故防止に資するため、｢自動車運転者の

労働時間等の改善のための基準｣（平成元年労働省告示第７号。以下「改善基準」という。）によ

り監督指導を行う。 

   特に、社会的問題となる交通事故を発生させた事業場に対する監督指導を強化するとともに、

交通事故に関する情報の収集、提供を行う。 

 

 ２ 自主的労働条件改善のための業界団体に対する指導 

  (1) 改善基準の遵守と自主的な履行を促進するため、業界団体に対する指導を強化する。 

   (2) 労働災害防止団体、業界団体に対し、｢交通労働災害防止のためのガイドライン」（改正平成

20年4月3日付け基発第0403001号、平成25年5月28日付け基発0528第2号）に基づく指導を行う。 

 

  ３ 関係行政機関、事業主団体等との連携 

    (1) 監督指導の効果を高めるため関係行政機関との連絡会議を開催する等積極的に連携を図る。 

    (2) 労働災害防止団体等を通じ、交通労働災害防止について周知啓発を図る。 

    (3) 北陸信越運輸局石川運輸支局で行われる道路貨物運送事業の新規許可等事業者に対する指導

会等に講師を派遣し、改善基準の周知を図る。 

    (4) 各地区警察署で行われる、安全運転管理者等法定講習会に講師を派遣し、改善基準の周知を 

図る。 

   (5) 陸上貨物運送事業労働災害防止協会等で行われる、交通労働災害防止担当管理者講習会を活

用し、「交通労働災害防止のためのガイドライン」等の周知を図る。 

   (6) 自動車運転者時間管理等指導員による巡回指導において、道路貨物運送事業者、道路旅客運

送事業者に対して、改善基準の遵守を指導する。 

 

 ４ 自動車運転者の労働災害防止のための監督指導 

   自動車運転業務従事者を使用する事業場における労働時間管理・安全教育・健康管理の徹底を

指導する。 
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第４項 道路交通に関する情報の充実 

事業主体 

北陸信越運輸局石川運輸支局 

石   川   県 

（ 消 防 保 安 課 ） 

予 算 額 経 常 経 費 

 

 １ 危険物輸送に関する情報提供の充実等 

  (1) イエローカード（危険有害物質の性状、事故発生時の応急措置、緊急通報・連絡先等事故の際

に必要な情報を記載した緊急連絡カード）の携行を促進する。 

  (2) 危険物対応の装備資器材を充実する。 

 

  ２ 危険物輸送車両に対する立入検査等 

  (1) 市町消防本部が実施する危険物タンクローリー車等に対する立入検査を指導する。 

区     分 
平 成 28  年 度 計 画 

回  数 検査台数 

立 入 検 査 15 回 50 台 

 

(2) ＬＰガスタンクローリー車等に対する立入検査を実施する。 

区     分 
平 成 28 年 度 計 画 

回  数 検査台数 

立 入 検 査 5 回 15 台 

 

３ 危険物取扱者に対する保安講習の充実 

区     分 
平 成 28 年 度 計 画 

回  数 受講人員 

講  習  会 14 回 1,690 人 

 

４ 国際海上コンテナの陸上輸送にかかる安全対策[石川運輸支局] 

輸送時の安全確保のため、「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」を関

係機関・団体を通じて、現場への周知徹底を図る。 
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  第４節 車両の安全性の確保 

事業主体 北陸信越運輸局石川運輸支局 予 算 額 経 常 経 費 

 

 １ 自動車使用者に対する点検整備の広報・指導 

   街頭検査を活用して自動車使用者等へチラシを配布し、定期点検の必要性を啓発するとともに、

各種研修会で適正な点検整備の実施を指導する。 

種     別 平成28年度計画 

街 頭 検 査 11  回  

整  備  管  理  者  の  研  修 2,000 人  

整  備  主  任  者  の  研  修 2,600 人  

自 動 車 検 査 員 の 研 修 1,140 人  

 

２ 自動車分解整備事業者に対する指導監督の強化 

     自動車整備事業者の適正な事業運営の指導監督を行うとともに、各種研修会で法令の周知を図

る。 

種     別 平成28年度計画 

整 備 主 任 者 等 の 研 修 （ 再 掲 ）        2,600  人  

自 動 車 検 査 員 の 研 修 （ 再 掲 ）          1,140  人  

指 定 整 備 事 業 者 の 研 修 397  人 

自 動 車 検 査 員 の 教 習  90  人 

 

３ 排ガス規制に係る整備不良車両の街頭検査 

      街頭検査を活用して自動車の排ガスが適正な状態で使用されるような指導するとともに、自動

車関係団体と協力し、自動車が排出する大気汚染物質等の低減を図る。 

種     別 平成28年度計画 

一酸化炭素､炭化水素､ディーゼル黒煙検査        2,000  台  

 

４ 石川県道路運送秩序確立協議会の活動強化 

   整備不良車・不正改造車両の排除、騒音・排出ガスの低減、輸送秩序の確立、無保険車の一掃

等、交通事故及び交通公害の防止を図る。 

 

 ５ 自動車アセスメント情報の提供等及びリコール制度の活用 

   自動車の車種ごとの安全性やチャイルドシートの製品ごとの安全性に関する比較情報等をとり

まとめ、自動車使用者等に情報提供するとともに、リコール制度の迅速かつ確実な実施を図るた

め、自動車不具合情報ホットラインの積極的な活用を促進する。 
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第５節 道路交通秩序の維持 

第１項 交通指導取締りの強化等 

事業主体 
石 川 県 警 察 本 部 

（ 交 通 指 導 課 ） 
予 算 額 

3,430千円  

（他に経常経費） 

 

 １ 交通指導取締り重点 

  (1) 交通指導取締りの適正な管理 

    ① 交通死亡事故抑止のための交通指導取締りの管理 

    ② 積極的な広報による交通指導取締り効果の拡大（公開交通取締りの実施） 

   (2) 重点指向した交通指導取締りの強化 

   ① 交通事故実態の分析に基づき、重点時間、路線を設定し指導取締りを強化する。 

    ② 悪質性、危険性の高い飲酒運転、無免許運転、著しい速度超過及び信号無視等交差点関連

違反等を徹底検挙する。 

   ③ 県民からの取締り要望の強い運転中の携帯電話使用禁止違反、駐車違反（特に放置行為）

等に対する取締りを強化する。 

   ④ 交通事故発生時における被害軽減効果の高いシートベルトの着用及びチャイルドシートの

使用に係る違反の指導取締りを強化する。    

  (3) 歩行者、自転車利用者に対する指導の強化 

   ① 正しい交通秩序確保のための指導を強化する。 

   ② 子ども、高齢者に対する保護誘導を推進する。 

   ③ 悪質・危険な自転車利用者に対する指導・取締りを強化する。 

 

 ２ 交通取締用器材の整備 

区     分 
平成28年度計画 

数  量 事 業 費 

呼 気 中 ア ル コ ー ル 測 定 器 １台 562千円 

レ ー ダ ー ス ピ ー ド メ ー タ ー １台 2,868千円 

計 ２台 3,430千円 
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第２項 交通事故事件その他の交通犯罪の捜査体制の強化 

事業主体 
石 川 県 警 察 本 部 

（ 交 通 指 導 課 ） 
予 算 額 経 常 経 費 

 

 

 １ ひき逃げ事件等の徹底検挙 

     捜査資料の整備充実を図るとともに、迅速な緊急配備等有事即応体制を確立する等初動捜査体

制を強化し、ひき逃げ事件等の徹底検挙を図る。 

 

 ２ 科学的捜査等の推進 

    現場における資料の確保を図り、客観的証拠による科学的捜査を徹底する等ち密な捜査を推進

するとともに、交通事故自動記録装置を始めとする交通事故捜査支援システム等の整備を推進す

る。 
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第３項 暴走族及び無謀運転対策の強化 

事業主体 
石   川   県 

石 川 県 警 察 本 部 
予 算 額 経 常 経 費 

 

 １ 暴走族及び無謀運転追放運動の推進〔県民生活課、交通企画課、交通指導課〕 

  (1) 暴走グループを結成させないための情報収集活動の強化 

   ① 交通指導取締り活動等を通じて、積極的な情報収集活動を推進し、グループの早期発見、解

    体の推進と暴走事案の事前封圧を図る。 

   ② 暴走族や無謀運転に対する苦情多発地域等の住民に情報の通報を呼びかける。 

  (2) 県民総ぐるみによる暴走族及び無謀運転追放運動の推進 

   ① 県民総ぐるみによる「暴走をしない させない 見に行かない」をスローガンとした暴走

族及び無謀運転追放運動を推進する。 

   ② 関係各運動と連携を図りながら暴走族や無謀運転の根絶を総合的に推進する。 

  (3) 暴走族への加入阻止対策の推進 

     地域及び学校に対する暴走族加入阻止対策等を強力に推進する。 

   (4) 暴走族問題相談所の活用の推進 

     暴走行為少年自身及びその処置に困っている保護者、雇用者等の相談に応じ、指導助言を行

うことによってその根絶を図る。 

  (5) 暴走族及び無謀運転追放気運の醸成のための広報啓発活動の強化 

     暴走族や無謀運転の悪質性や危険性について市町及び交通安全推進機関・団体と連携を図り

ながら広報活動を強化し、暴走族等を許さない世論形成を図る。 

  (6) 若年運転者に対する交通安全教育の推進 

    若年運転者に多いスピードの出し過ぎや無理な追い越し等の無謀な運転の危険性を理解させ、 

安全運転を実践させる交通安全教育を推進する。 

     

  ２ 暴走族等（暴走族及び違法行為を敢行する旧車會員）の取締りの強化〔交通指導課〕 

   (1) 暴走族情報の収集 

     各警察署の暴走族担当者を中心に、情報の収集、実態の把握、個別指導を行う。 

   (2) 夜間取締体制の強化 

     週末の夜間を中心とした金沢市内及びその周辺の取締体制を強化するとともに、い集場所等

における取締りを強化する。 

   (3) 悪質違反の取締り強化 

     共同危険行為等の禁止違反をはじめ、整備不良車、騒音運転など他に迷惑や危険を与える違

反に対する取締りの徹底を図る。 

   (4) 没収（没取）措置の働きかけ 

     司法当局に没収（没取）措置を働きかけるなど、暴走族と車両の分離を図る。 
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 第６節 救助・救急活動の充実  

   第１項 救助・救急体制の整備  

事業主体 

中日本高速道路株式会社金沢支社 

石     川      県 

石  川  県  農  林  業  公  社 

予 算 額 18,702千円   

 

  １ 高速自動車国道等における救急業務体制の強化〔中日本高速道路、農林業公社〕 

    救急業務体制について関係機関との連絡整備を図るとともに、沿線市町・広域圏事務組合と相互に連携

を強化し、救急業務体制の充実を図る。 

種     別 
平成28年度計画 

交  付  先 補助金等(千円) 

高速道路救急業務支弁金 

金    沢    市 3,405   

白山野々市広域事務組合 5,108   

小    松    市 3,405   

加    賀    市 6,384   

計 18,302   

白山白川郷ホワイトロード 

救急業務交付金 
白山野々市広域事務組合 400   

計 18,702   

 

２ 多数傷者発生時における救助・救急体制の充実［消防保安課、医療対策課、障害保健福祉課］ 

多数の負傷者が発生する大事故に対処するため、連絡体制の整備、救護訓練の実施及び消防機

関と災害派遣医療チーム（DMAT）の連携による救助・救急体制の充実を図る。 

  また、災害派遣精神医療チーム（DPAT）の活用を図る。 

３ 救急隊員の教育訓練の充実〔消防保安課〕 

   消防職員に対し救急隊員資格の取得を目標に、県消防学校において国の基準に基づき教育訓練

を実施する。  

区      分 
平成28年度計画 

回  数 期  間 受講人員 

救 急 標 準 課 程 1回  36日  50人  

 

４ 心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動の推進〔地域医療推進室〕 

   現場に居合わせた人による応急手当の実施により、救命効果の向上が期待できることから、自

動体外式除細動器（AED）の現場での使用も含めた応急手当について普及啓発活動を推進する。 
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第２項 救急医療体制の整備 

事業主体 

石 川 県 

医  療  対  策  課 

地 域 医 療 推 進 室  

予 算 額 23,266千円  

 

１   救急医療体制の整備 

  救急患者に対して迅速かつ適切な医療を供給するため、災害時にも利用可能な災害・救急医療情

報システムを運営し、救急医療体制の整備を図る。 

種        別 
平成28年度計画 

設置主体 事業費 

災害･救急医療情報システム運営費 医療対策課 23,266千円 

  

 

（参考） 

区        分 平成28年4月末現在 

救 急 告 示 医 療 施 設 53 施設 
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 第７節 被害者支援の推進 

    第１項 自動車損害賠償保障制度の充実等 

事業主体 北陸信越運輸局石川運輸支局 予 算 額 経 常 経 費 

 

 １ 自動車損害賠償保障法による保険加入の促進 

  (1) ポスター、チラシ等による広報活動を強力に行う。 

  (2) バイク・原動機付自転車の保険（共済）加入の促進を市町の協力を得て積極的に行う。 

  (3) 自動車関係団体に対し、車両の販売又は整備の際に保有者への保険（共済）加入の指導を行

うよう協力を求める。 

  (4) 「自賠責制度ＰＲ」を実施する。（9月1日～9月30日） 

 

  ２ 街頭取締及び監視の実施 

種     別 平成28年度計画 

街   頭   取   締 11 回   

監             視 50 回   

 

（参考） 

    自動車損害賠償責任保険（共済） 

種   別 １名の最高限度額(万円) 備  考 

死     亡 3,000  

後遺障害 75 ～ 4,000 (等級により) 

傷     害 120  
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第２項 損害賠償の請求等についての援助等 

事業主体
 

北陸信越運輸局石川運輸支局 

石 川 県 

石 川 県 教 育 委 員 会 

石 川 県 警 察 本 部 

予 算 額
 

4,899千円   

（他に経常経費） 

 

  １ 交通事故相談活動の充実〔県民生活課〕 

     交通事故の被害者又は家族などに対して、交通事故相談に応じるため、県庁内及び奥能登行政

センター相談コーナーにおいて交通事故相談業務を実施する。奥能登行政センターではより多く

の相談に対応できるように相談日を毎日（事前予約制）とする。 

実 施 場 所 
平成28年度計画 

相談日・時間 事   業   費 

県 庁 相 談 コ ー ナ ー 

毎日（土・日、祝日、 

年末年始を除く） 

9:00～17:00 

4,499  千円 
奥 能 登 行 政 セ ン タ ー 

相談コーナー（のと里山空港ターミ

ナルビル内） 

毎日（土・日、祝日、 

年末年始を除く） 

(事前予約制) 

13:00～15:00 

 

            

２ 交通遺児に対する援助〔総務課、少子化対策監室、教委庶務課〕 

  (1) 交通災害等による遺児がすこやかに育つことを願うとともに、ひとり親家庭等の福祉の増進

を図るため遺児と生計を一にする父母等にすこやか資金を支給する。 

区     分 
平成28年度計画 

備      考 
事 業 費 

交 通 災 害 等 遺 児 

すこやか資金の支給 
400 千円 

交通災害等による遺児に一人につき、 

50,000円を一時金として支給する 

 

(2) 高等学校交通遺児に対する授業料の減免 

     高等学校に在学する交通遺児等で、家庭の貧困により授業料の納付が困難であると認められ

る者に対し、授業料の減免を行う。 
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 ３ 交通事故被害者支援の充実強化〔石川運輸支局〕 

   自動車事故対策機構を積極的に活用して、交通事故被害者に対する貸付等援助を行う。 

  (1) 生活資金の貸付 

    ① 交通遺児等貸付け(一時金15.5万円、育成資金 １万円又は2万円(月額)、入学支度金 4.4万

円：無利子) 

    ② 不履行判決等貸付け(10万円～ 100万円：年利3％) 

 ③ 後遺障害保険（共済）金一部立替貸付け(10万円～ 290万円：無利子) 

    ④ 保障金一部立替貸付け(死亡と後遺障害10万円～ 290万円、傷害10万円～40万円：無利子) 

  (2) 介護料の支給 

    自動車事故により脳・脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、後遺障害の程度が次に該当（自賠責保険

後遺障害等級認定者）する者を対象に、介護料を支給する。 

   ① 特Ⅰ種受給資格者（最重度） 

     常時の介護を必要とする者（後遺障害等級１級１号又は２号認定者）のうち最重度の者 

       支給額  月額 68,440～136,880円 

②Ⅰ種受給資格者（常時要介護） 

    上記の「特Ⅰ種」を除いた者 

     支給額  月額 58,570～108,000円 

③Ⅱ種受給資格者（随時要介護） 

    随時の介護を必要とする者（後遺傷害等級２級１号又は２号認定者） 

     支給額  月額 29,290～ 54,000円 

 

    また、国土交通省に設置されている公共交通事故被害者支援室と連携し、運輸支局において

も事故被害者やその家族からの相談・要望等に応じる窓口を設置している。 

 

  ４ 交通事故被害者等の心情に配意した支援の推進〔石川運輸支局・交通指導課・県民生活課〕 

  (1) 被害者等の心情に配慮した支援を推進するため、担当職員に対する指導教養､研修等を行う。 

  (2) 警察署の交通相談係、被害者支援員、県の交通事故相談員、石川県交通安全活動推進センタ

ー等による交通事故相談活動を推進する。 

  (3) 手引書（交通事故の被害者とその家族のために）や被害者連絡制度等を活用して、事故の概

要や捜査経過等の情報提供に努めるとともに、その要望の把握に努める。 

  (4) 具体的な支援を行うに当たっては、関係機関･団体と連携を密にする。 

   (5) 被害者等の支援を図るため、石川県被害者サポートセンター等の自助グループとの活動に対

する支援を始めとした施策を推進する。   

（6）公共交通事故被害者等への支援の確保を図るため国土交通省に設置された公共交通事故被

害者支援室や公共交通事業者・警察・県・市町・民間の被害者支援団体等のネットワークの

構築、公共交通事業者による被害者等支援計画作成の促進等、被害者等への支援の取組を推

進する。 
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 第８節 道路交通事故原因の総合的な調査研究  

事業主体 
石 川 県 警 察 本 部 

（ 交 通 企 画 課 ） 
予 算 額 経 常 経 費 

 

１ 道路交通事故原因の総合的な調査研究 

  

  科学的に解析された基礎資料から交通事故発生の傾向を研究し、効果的な安全対策を企画する。 

 

種      別 平成28年度計画 

交 通 事 故 統 計 （ 年 報 ）  360 部 

石 川 の 交 通 事 故 （ 月 報 ） 70 部/月 

交 通 事 故 日 報 100 部/月 

そ の 他 交 通 事 故 分 析 統 計 1,000 部 
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第２章 鉄道交通の安全に関する施策 

 

 

 鉄道の運転事故は、平成 17 年 4 月の JR 西日本福知山線や平成 17 年 12 月の JR 東日本

羽越線における列車脱線事故に見られるように、ひとたび発生すると多くの貴重な人命を

失い、被害が甚大となる。 

 また、利用者の利便に重大な支障をもたらすばかりでなく、膨大な損害も発生する。    

従って、交通行政や交通機関に関わる者が、安全の確保こそ最優先の課題である事を再認

識し、ヒューマンエラーを個人的な問題として捉えることなく、体制や各種システムの改

善等の観点から組織的な対策を充実させ、同種事故の再発を防止することはもとより、高

齢者・障がい者等の鉄道施設の安全な利用にも十分配慮した駅施設等の整備の促進、速度

制限機能付き ATS 等、運転保安設備の整備の促進、緊急時に備えた運行管理体制の充実、

乗務員等の教育の充実、資質の保持及び管理の改善、安全管理体制の充実、鉄道の安全に

関する知識の普及、効果的かつ機動的な保安監査の実施等の安全対策を推進する。 

 

  特に、次の施策を重点的に推進する。 

   1 事故調査体制の充実による同種事故の再発防止 

      より安全な鉄道を目指すためには、事故等の教訓を生かし、問題の所在に的を 

絞った組織的かつ効果的な対策を講ずること等により、同種事故を未然に防止する

ことが極めて重要である。 

   従って、「運輸安全委員会」の調査に関する支援・協力等を行うとともに、同委員会 

の調査報告書の活用を図り、同種事故の再発防止を図る。 

  ２ 事故の未然防止対策の推進 

      鉄道交通においては、重大インシデント（結果的には事故には至らなかったもの  

の、事故が発生するおそれがあるとみとめられる事態）が多く存在している。   

   このような重大インシデントの把握と分析に努め、事故等の未然防止に有効な対  

策を推進する。 
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第１節 鉄道交通環境の整備 

事業主体 
北 陸 信 越 運 輸 局 

鉄 道 事 業 者 
予 算 額  経 常 経 費 

 

 

  １ 鉄道施設等の安全性の向上 

    鉄道施設の維持管理及び補修を適切に実施する。また、多発する自然災害へ対応するために、

軌道や路盤等の集中豪雨等への対策の強化、駅部等の耐震性の強化等を推進する。また、老朽化

が進んでいる橋梁等の施設について、より安全性に優れたものへと計画的に更新を進める。 

    また、駅施設等については、高齢者、障がい者等の安全利用にも十分配慮し、段差の解消、転

落防止設備等の整備によるバリアフリー化を引き続き推進するとともに、プラットホームからの

転落事故に対する適切な安全対策の推進を図る。 

  

２ 運転保安設備等の整備 

    速度制限機能付きATS(Automatic Train Stop：自動列車停止装置）等の設置について、引き続

きその整備を図る。 
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第２節 鉄道交通の安全に関する知識の普及及び鉄道の安全 

な運行の確保 

事業主体 

北 陸 信 越 運 輸 局 

金 沢 地 方 気 象 台 

鉄 道 事 業 者 

予 算 額 経 常 経 費 

 

  １ 鉄道交通の安全に関する知識の普及 

〔北陸信越運輸局、JR 西日本、北陸鉄道、のと鉄道、IRいしかわ鉄道〕 

      踏切事故等鉄道の運転事故及び置石・投石等の鉄道妨害、線路内立入り等の外部要因による事

故を防止するためには、踏切道の安全通行や鉄道事故防止等に関する知識を広く一般に普及する

必要があることから、事故発生状況等をホームページに掲載・公開するとともに、関係者と協力

し、学校、沿線住民、自動車運送事業者等を対象に、交通安全運動や踏切事故防止キャンペーン、

鉄道利用者にホームにおける「ながら歩き」の危険性の周知や酔客に対する事故防止のための注

意喚起を行う運動等の機会をとらえて、ポスターの掲示、チラシの配付等による広報啓発活動を

積極的に行い、鉄道の安全利用に関する知識の普及を図る。 

   また、建設工事・保守作業等施設の建設・保守に携わる作業員についても、安全対策の徹底を

図るよう、鉄軌道事業者を指導する。 

                                                                            (単位:カ所） 

２ 鉄道の安全な運行の確保                           

  (1) 保安監査等の実施〔北陸信越運輸局〕 

鉄道事業者に対し、定期的に又は事故の発生状況等に応じて保安監査等を実施し、施設及び

車両の保守管理状況、運転取扱いの状況、乗務員等に対する教育訓練の状況、安全管理体制等

について適切な指導を行う。また、過去の指導のフォローアップを強化する等、保安監査の充

実を図る。また、定期的に鉄道保安連絡会議を開催し、事故及び事故防止対策に関する情報交

換等を行う。 

(2) 運転士の資質の保持 

〔北陸信越運輸局、JR西日本、北陸鉄道、のと鉄道、JR貨物、IRいしかわ鉄道〕 

     運転士の資質の確保を図るため、動力車操縦者運転免許試験を適正に実施する。 

     また、資質が保持されるよう、運転管理者が教育等について適切に措置を講じるよう指導する。 

  (3) 安全上のトラブル情報の共有・活用 

〔北陸信越運輸局、JR西日本、北鉄、のと鉄、JR貨物、IRいしかわ鉄道〕 

     重大な列車事故を未然に防止するため、トラブル情報を関係者間において共有できるよう、

インシデント等の情報を収集・分析し、速やかに鉄道事業者へ周知する。 

     また、運転状況記録装置等の活用や現場係員によるトラブル情報の積極的な報告を推進する

よう指導するとともに、国への報告対象となっていないトラブル情報について、鉄道事業者に

よる情報共有化を推進する。   

種     別 
平成28年度計画 

JR 西日本 北陸鉄道 のと鉄道 IRいしかわ鉄道 

小 学 校 、 幼 稚 園 、 保 育 所 15  30  3 5 

農 業 団 体 、 事 業 所 等 15  10  4 3 
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   (4) 気象情報等の充実 

〔気象台、北陸信越運輸局、JR西日本、北陸鉄道、のと鉄道、JR貨物、IRいしかわ鉄道〕 

      鉄道交通に影響を及ぼす台風、大雨、竜巻等の激しい突風、地震、 津波、火山噴火等の自然

現象について、適確な実況監視を行い、関係機関、乗務員等が必要な措置を迅速にとり得るよ

う、特別警報・警報・予報等を適時・適切に発表して事故の防止・軽減に努める。 

関係者は、これらの気象情報を早期に収集、適確に把握し、運行管理に反映させることで安

全を確保しつつ、鉄道施設の被害軽減と安定輸送に努める。   

また、気象、地震、津波、火山現象等に関する観測施設を適切に整備・配置し、維持すると

ともに防災関係機関等との間の情報の共有や情報通信技術（IT)を活用した観測・監視体制の強

化を図るものとする。さらに、広報や講習会等を通じて気象知識の普及に努める。 

       特に、竜巻等の激しい突風による列車転覆等の被害の防止に資するため、竜巻注意情報を適

時・適切に発表するとともに、分布図形式の短時間予測情報として竜巻発生確度ナウキャスト

を提供する。 

また、走行中の列車における地震発生時の転覆等の被害の防止に資するため、緊急地震速報

（予報及び警報）の鉄道交通における利活用の推進を図る。 

なお、噴火警戒レベルに応じて鉄道事業者等がとるべき防災対応について、平常時からの火

山防災協議会における共同検討を通じて合意を図る。 

 

  （5） 大規模な事故等が発生した場合の適切な対応 

    〔北陸信越運輸局、JR西日本、北陸鉄道、のと鉄道、JR貨物、IRいしかわ鉄道〕 

     関係行政機関及び鉄道事業者における、夜間・休日の緊急連絡体制等を点検・確認し、大規

模な事故又は災害が発生した場合に、迅速かつ適確な情報の収集・連絡が行えるよう体制を強

化する。 

    また、鉄道事業者は、事故発生等の際の列車運行状況を適確に把握して、乗客への適切な情

報提供を行うとともに、迅速な復旧に必要な体制を整備する。 

 

    （6） 運輸安全マネジメント評価実施〔北陸信越運輸局〕 

鉄道事業者の安全管理体制の構築・改善状況を国が確認する運輸安全マネジメント評価を

行う。 

      運輸安全マネジメント評価にて、事業者によるコンプライアンスを徹底・遵守する意識付

けの取組を的確に確認する。 

    

(7)  冬期間の列車運行の確保〔JR西日本、北陸鉄道、のと鉄道、JR貨物、IRいしかわ鉄道〕 

        冬期間の降積雪時には気象状況・運行状況等の把握及び適確な連絡体制を維持するとともに

冬季ダイヤの設定及び排雪列車の運転、除雪用機械、諸設備を活用した除排雪を行い、正常ダ

イヤの確保を図る。 
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第３節 鉄道車両の安全性の確保 

事業主体 
北 陸 信 越 運 輸 局 

鉄 道 事 業 者 
予 算 額 経 常 経 費 

 

 

 １ 適時、適切な車両確認      

   発生した事故や科学技術の進歩を踏まえつつ、適時、適切に鉄道車両の構造・装置に関して保

安上の観点から車両確認を行う。 

 

  ２ 鉄道車両の検査の充実 

    鉄道車両の検査については、ICT技術等の新技術を取り入れた検査機器の導入を促進することに

より、検査精度の向上を図るとともに、新技術の導入に対応して検修担当者の教育訓練内容を充

実させる。 

   また、鉄道車両の故障データ及び検査データを科学的に分析し、その結果を車両の保守管理内

容に反映させる。                           
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第４節 救助・救急活動及び被害者支援の充実 

事業主体 
北 陸 信 越 運 輸 局 

鉄 道 事 業 者 
予 算 額 経 常 経 費 

 

 

 １ 救助・救急活動の充実  

     鉄道の重大事故等の発生に際して、避難誘導、救急救助活動を迅速かつ的確に行うため、鉄道

事業者と消防機関、医療機関その他の関係機関との連携協調体制の強化を図り、災害現場におけ

る協力活動体制の整備を推進する。    

     また、鉄道職員に対する、自動体外除細動器（AED）の使用も含めた心肺蘇生法等の応急手当の

普及啓発活動を推進する。 

特に、重大事故発生時の緊急体制の再確認と、二次災害防止のための安全管理を推進する。 

 

 ２ 被害者支援の推進   

   公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため国土交通省に設置された公共交通事故

被害者支援室・鉄道事業者・警察・県・市町・民間の被害者支援団体等のネットワークの構築、

鉄道事業者による被害者等支援計画作成の促進等、被害者等への支援の取組を着実に進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 46 - 

 

第３章 踏切道における交通の安全に関する施策 

 

 

 踏切事故（鉄道の運転事故のうち、踏切障害及びこれに起因する列車事故をい

う。）は、長期的に減少傾向にあり、踏切道の改良等の安全対策の積極的な促進によ

るところが大きいと考えられる。しかしながら、踏切事故は鉄道の運転事故の多くを

占めている状況にあり、また、改良すべき踏切道がなお残されている現状にある。 

 このため、踏切道改良促進法（昭和36年法律第195号）及び第１０次交通安全計画に

基づき、立体交差化事業、構造改良事業、歩行者等立体横断施設及び踏切保安設備の

整備等を推進することにより、踏切事故の防止を図るものとする。 
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第１節 踏切道における交通環境の整備 

事業主体 
北 陸 信 越 運 輸 局 

鉄 道 事 業 者 
予 算 額 経 常 経 費 

 １ 踏切道の立体交差化及び構造改良の促進 

〔北陸信越運輸局 、JR西日本、 北陸鉄道、 のと鉄道、 JR貨物、IRいしかわ鉄道〕 

   都市過密地域等で、遮断時間が特に長く、かつ、道路交通量の多い踏切道が連担している地区

等においては、連続立体交差化することにより、また、これら以外の踏切道のうち遮断時間が特

に長く、かつ、道路交通量の多いもの、主要な道路との交差に係るもの等については、単独立体

交差化することにより、踏切道の除却を促進するとともに、道路の新設・改築及び鉄道の新線建

設に当たっても、立体交差化を図る。 

   特に、交通遮断の著しいボトルネック踏切については、緊急的かつ重点的に立体交差化を推進 

する。また、自動車が通行する踏切道であって、踏切道の幅員が接続する道路の幅員よりも狭い 

もの等について立体交差化が困難な場合、道路管理者と鉄道事業者の協議に基づき、構造の改良 

を推進する。 

 

 ２ 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 

〔北陸信越運輸局、JR西日本、北陸鉄道、のと鉄道、JR貨物、IRいしかわ鉄道〕 

   踏切遮断機の整備された踏切道は、踏切遮断機の整備されていない踏切道に比べ事故発生率が

低いことから、踏切道の利用状況、踏切道の幅員、交通規制の実施状況等を勘案し、着実に踏切

遮断機の整備を行う。 

    また、遮断時間の長い踏切ほど踏切事故件数が多い傾向がみられることから、踏切道のうち、

列車運行本数が多く、かつ、列車の種別等により警報時間に差が生じているものについては、必

要に応じ警報時間制御装置の整備を進め、踏切遮断時間を極力短くする。 

   さらに、自動車交通量の多い踏切道については、道路交通の状況、事故の発生状況等を勘案し

て必要に応じ、障害物検知装置､オーバーハング型警報装置、大型遮断装置等、より事故防止効果

の高い踏切保安設備の整備を進めるほか、高齢者等の歩行者対策としても効果が期待できる、全

方位型警報装置、非常押しボタンの整備、障害物検知装置の高規格化を推進する。 

   道路の交通量、踏切道の幅員、踏切保安設備の整備状況、う回路の状況等を勘案し、必要な交

通規制を実施する。 

 

 ３ 踏切道の統廃合の促進 

〔北陸信越運輸局、JR西日本、北陸鉄道、のと鉄道、JR貨物、IRいしかわ鉄道〕 

     踏切道の立体交差化、構造改良等の事業の実施に併せて、近接踏切道の内その利用状況、う回

路の状況等を勘案して、地域住民の通行に特に支障を及ぼさないと認められるものについて、統

廃合を検討するとともに、これら近接踏切道以外の踏切道についても同様に統廃合を検討する。 

 

 ４ 冬期間の踏切道交通安全対策の推進 

〔JR西日本、北陸鉄道、のと鉄道、JR貨物、IRいしかわ鉄道〕 

   冬期間の踏切道交通安全対策を図るため、通行車（者）の比較的少ない踏切道の交通規制強化

及び交通量の多い踏切道に消雪設備の設置を図るとともに、踏切道の除雪体制を強化する。 
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第２節 踏切道における安全指導の徹底等 

事業主体 

北 陸 信 越 運 輸 局 

鉄 道 事 業 者 

石 川 県 警 察 本 部 

予 算 額 経 常 経 費 

 

 １ 踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置 

〔北陸信越運輸局、JR西日本、北陸鉄道、のと鉄道、JR貨物、IRいしかわ鉄道〕 

   緊急に対策が必要な踏切道は「踏切安全通行カルテ」を作成・公表し、各踏切の状況を踏まえ

た対策を重点的に推進する。また、踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、必要に応じ、

踏切道予告標、踏切信号機、歩行者のための横断歩道橋等の設置、情報通信技術（IT）の活用に

よる踏切注意情報の表示や踏切関連交通安全施設の高度化を図るための研究開発等を進めるとと

もに、車両の踏切通行時の違反行為に対する指導取締りを積極的に行う。 

   さらに、踏切事故は、直前横断、脱輪等に起因するものが多いことにかんがみ、車両運転者や

歩行者等の踏切道通行者に対し、安全意識の向上及び踏切支障時における非常ボタンの操作等の

緊急措置の周知徹底を図るための広報活動等を強化する。 

 ２ 踏切道における安全通行の広報と現地指導の強化等 

〔北陸信越運輸局､JR西日本、北陸鉄道、のと鉄道、JR貨物、IRいしかわ鉄道、交通指導課〕  

 (1) 踏切現地に出向し、安全通行の指導を行う。 

区   分 

平成28年度計画 

備   考 箇所数 

(カ所) 

出動人員 

(人) 

安全通行指導 

JR西日本 15 75 

交通安全運動期間中及び踏切事故 

防止キャンペーン（11月） 

北陸鉄道 7 14 

のと鉄道 2 6 

JR貨物 0 0 

IRいしかわ鉄道 2 10 

(2) ポスター・ビデオ・チラシ等により踏切安全通行の広報を行う。 

(3) 踏切非常ボタンの取扱い方法について、周知徹底を図る。 

(4) 踏切注意柵（トラ柵）の点検整備を行い、あわせて「高輝度化」を推進する。 

(5) クロスマーク、踏切警標、踏切名称標識、吹鳴標、幅員表示ポールの点検整備を行い、踏切

遮断桿の「垂れベルト」の設置を推進する。（JR西日本） 

(6) クレーン車等の踏切通過時において、アーム確認を指導強化する。 

(7) 大型トラック所有者、化成品等輸送業者に対し、踏切安全通行の徹底を図る。 

(8) 昼間時に列車の前部標識灯を点灯することにより、列車の視認性を向上し、踏切事故防止に

役立てる。 

(9) 必要に応じ踏切事故の検討会を実施し、具体的な対策を推進する。 

３ 降雪時における踏切事故防止対策の強化 

〔JR西日本、北陸鉄道、のと鉄道、JR貨物、IRいしかわ鉄道〕 

  (1) 積雪、凍結の踏切安全通行の広報と踏切巡回を強化する。 

  (2) 積雪時の踏切臨時交通規制を強化する。 

  (3) 降雪時の踏切巡回と除排雪を徹底する。 

  (4) 踏切及び取付道路の除排雪の協力体制を強化する。  
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